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【 請 求 項 １ 】
　 所 定 の ス タ ー ト 条 件 の 成 立 に 応 じ て 当 該 パ チ ン コ 遊 技 機 に 大 当 た り を 発 生 さ せ る か 否 か
を 決 定 す る た め の 当 否 抽 選 処 理 を 実 行 す る と と も に 、 そ の 抽 選 結 果 を 記 憶 す る た め の 記 憶
手 段 を 有 す る 遊 技 制 御 装 置 と 、 前 記 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 前 記 抽 選 結 果 の 数 量 を 表 示 す る
た め に 複 数 の 表 示 セ グ メ ン ト が 一 定 の ル ー ル で 点 灯 お よ び 消 灯 す る よ う に 構 成 さ れ た 保 留
玉 表 示 部 と を 備 え た パ チ ン コ 遊 技 機 に お い て 、
　 少 な く と も 前 記 保 留 玉 表 示 部 と 同 数 の 表 示 セ グ メ ン ト を 含 ん で な り 、 そ の 表 示 セ グ メ ン
ト が 前 記 当 否 抽 選 処 理 の 抽 選 結 果 に 応 じ て 前 記 保 留 玉 表 示 部 と 同 一 ま た は 異 な る ル ー ル に
て 点 灯 お よ び ／ ま た は 消 灯 さ れ る 擬 似 保 留 玉 表 示 部 が 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る パ
チ ン コ 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　

請 求 項 １ 記 載 の パ チ ン コ 遊 技 機 。
【 請 求 項 ３ 】
　

の パ チ ン コ 遊 技 機 。

前 記 遊 技 制 御 装 置 は 、 前 記 抽 選 結 果 を 前 記 記 憶 手 段 に 記 憶 す る 処 理 と と も に 、
　 前 記 保 留 玉 表 示 部 を 構 成 す る 表 示 セ グ メ ン ト の 点 灯 ル ー ル と 、 前 記 擬 似 保 留 玉 表 示 部 を
構 成 す る 表 示 セ グ メ ン ト の 点 灯 ル ー ル と を 一 致 さ せ た 第 １ の セ グ メ ン ト 点 灯 処 理 、 あ る い
は 、 前 記 保 留 玉 表 示 部 を 構 成 す る 表 示 セ グ メ ン ト の 点 灯 ル ー ル と 、 前 記 擬 似 保 留 玉 表 示 部
を 構 成 す る 表 示 セ グ メ ン ト の 点 灯 ル ー ル と を 相 違 さ せ た 第 ２ の セ グ メ ン ト 点 灯 処 理 を 実 行
し 、
　 そ の と き 、 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト 点 灯 処 理 と 前 記 第 ２ の セ グ メ ン ト 点 灯 処 理 と の 実 行 比
率 が 、 前 記 記 憶 手 段 に 記 憶 し て お く べ き 前 記 抽 選 結 果 が 大 当 た り と 非 大 当 た り と の い ず れ
を 示 す も の で あ る か に 応 じ て 変 化 す る

前 記 遊 技 制 御 装 置 は 、 前 記 抽 選 結 果 を 前 記 記 憶 手 段 に 記 憶 す る 処 理 と と も に 、 前 記 擬 似
保 留 玉 表 示 部 を 構 成 す る 表 示 セ グ メ ン ト の 点 灯 ル ー ル を 決 定 す る た め の セ グ メ ン ト 点 灯 ル
ー ル 抽 選 処 理 を 実 行 し 、 そ の セ グ メ ン ト 点 灯 ル ー ル 抽 選 処 理 に て 決 定 さ れ た 点 灯 ル ー ル に
し た が っ て 前 記 擬 似 保 留 玉 表 示 部 に か か る 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト 点 灯 処 理 ま た は 前 記 第 ２
の セ グ メ ン ト 点 灯 処 理 を 実 行 す る も の で あ る 請 求 項 ２ 記 載



【 請 求 項 ４ 】
　

の パ チ ン コ 遊 技 機 。
【 請 求 項 ５ 】
　

の パ チ ン コ 遊 技 機 。
【 請 求 項 ６ 】
　

の パ チ ン コ 遊 技 機 。
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前 記 遊 技 制 御 装 置 は 、 前 記 記 憶 手 段 に 複 数 の 前 記 抽 選 結 果 が 記 憶 さ れ 、 前 記 保 留 玉 表 示
部 を 構 成 す る 表 示 セ グ メ ン ト お よ び 前 記 擬 似 保 留 玉 表 示 部 を 構 成 す る 表 示 セ グ メ ン ト が そ
れ ぞ れ 複 数 か つ 同 数 点 灯 し 、 新 た に 一 の 抽 選 結 果 を 前 記 記 憶 手 段 か ら 読 み 出 す こ と が 許 容
さ れ た 場 合 、 一 の 抽 選 結 果 を 前 記 記 憶 手 段 か ら 読 み 出 す 処 理 と と も に 、
　 前 記 保 留 玉 表 示 部 を 構 成 す る 表 示 セ グ メ ン ト の 消 灯 ル ー ル と 、 前 記 擬 似 保 留 玉 表 示 部 を
構 成 す る 表 示 セ グ メ ン ト の 消 灯 ル ー ル と を 一 致 さ せ た 第 １ の セ グ メ ン ト 消 灯 処 理 、 あ る い
は 、 前 記 保 留 玉 表 示 部 を 構 成 す る 表 示 セ グ メ ン ト の 消 灯 ル ー ル と 、 前 記 擬 似 保 留 玉 表 示 部
を 構 成 す る 表 示 セ グ メ ン ト の 消 灯 ル ー ル と を 相 違 さ せ た 第 ２ の セ グ メ ン ト 消 灯 処 理 を 実 行
し 、
　 そ の と き 、 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト 消 灯 処 理 と 前 記 第 ２ の セ グ メ ン ト 消 灯 処 理 と の 実 行 比
率 が 、 前 記 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 前 記 抽 選 結 果 に 大 当 た り を 示 す も の が 含 ま れ て い る
か 否 か に 応 じ て 変 化 す る 請 求 項 １ な い し ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載

前 記 遊 技 制 御 装 置 は 、 一 の 抽 選 結 果 を 前 記 記 憶 手 段 か ら 読 み 出 す 処 理 と と も に 、 前 記 擬
似 保 留 玉 表 示 部 を 構 成 す る 表 示 セ グ メ ン ト の 消 灯 ル ー ル を 決 定 す る た め の セ グ メ ン ト 消 灯
ル ー ル 抽 選 処 理 を 実 行 し 、 そ の セ グ メ ン ト 消 灯 ル ー ル 抽 選 処 理 に て 決 定 さ れ た 消 灯 ル ー ル
に し た が っ て 前 記 擬 似 保 留 玉 表 示 部 に か か る 前 記 第 １ の セ グ メ ン ト 消 灯 処 理 ま た は 前 記 第
２ の セ グ メ ン ト 消 灯 処 理 を 実 行 す る も の で あ る 請 求 項 ４ 記 載

前 記 擬 似 保 留 玉 表 示 部 は 、 そ れ を 構 成 す る 表 示 セ グ メ ン ト の 点 灯 数 に よ っ て 前 記 記 憶 手
段 に 記 憶 さ れ た 前 記 抽 選 結 果 の 数 量 を 表 示 す る 手 段 と し て 構 成 さ れ た 請 求 項 １ な い し ５ の
い ず れ か １ 項 に 記 載
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